
　12月2日訟～18日詔に開かれた12月定例市議会で可
決等された100議案の中から、主な議案の概要につい
てお知らせします。

主な条例・一般議案
佐世保市立小学校及び中学校条例の一部改正の件
　黒島小学校と黒島中学校の併設に伴い、黒島小学校
の位置を変更するもの。

●問学校教育課　緯24-1111

西海パールシーリゾート条例の一部改正の件
　消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、九十九島
水族館（海きらら）及びターミナルビルの利用料金を改
定するとともに、併せて、リゾートの名称を「九十九島
パールシーリゾート」に変更するもの。

●問観光物産振興局　緯24-1111
補正予算
　緊急防災・減災事業として、市役所本庁舎の非常用
電源の整備をはじめ、災害復旧事業等への対応のため、
増額補正を行いました。

暫補正予算の主な内容
一般会計
　本庁舎リニューアル事業の１つとして、非常用電源 
　を整備するもの　　　　　　　　　　  6億5500万円
　農業用施設の復旧工事　　　　　   　　    5700万円
　子ども・子育て支援システム開発等    　　 3510万円
特別会計
　介護保険事業の日常生活圏ニーズ調査を行うもの　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  189万円
企業会計　
　燃料価格の高騰に伴い、燃料費を計上するもの

1839万円
暫補正予算の内訳

●問財政課　緯24-1111
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補正後の予算額補正額会計

1131億8153万円7億4710万円一般

740億3963万円189万円特別

405億9446万円1839万円企業

　動物を飼うということは、その一生について
責任を持つということです。人間社会のルール
に動物を引き込むことになりますが、当然動物
はそのルールを理解できません。
　責任は全て飼い主にあります。動物は、「かわ
いい」「かわいそう」という気持ちだけでは飼え
ません。習性を理解し、最後まで責任を持って
飼うことができるのかどうか、飼う前によく考
えてください。

飼い主の心構え

飼う前によく考えてみてください
陰あなたの住まいは犬や猫を飼える住居ですか?
　転居や転勤の予定はありませんか?
隠あなたの飼いたい犬や猫はあなたのライフスタイ
　ルに合っていますか?
韻あなたの家族は全員犬や猫を飼うことに賛成して
　いますか?
吋動物に対するアレルギーを持っている人は家族に
　いませんか?
右毎日欠かさず世話に時間と手間がかけられますか?
宇あなたの体力で世話ができますか?
烏近隣に迷惑を掛けないように配慮できますか?
羽犬や猫の一生に掛かる費用を考えてみましたか?
迂生涯にわたる計画を立ててみましたか?
雨万一、飼えなくなったときのことを考えていますか?

●問生活衛生課　緯24-1111
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　3月17日訟までの平日に、下記のとおり申告受付を
行います。最終日近くになると申告に来る人が集中し
て窓口が混雑しますので、早めの申告をお願いします。
支所・地区公民館の受付会場では、午前中より午後の
時間帯が比較的空いています。
※確定申告をする人で、収入が給与・年金だけの人は、
　市役所、支所等で受け付けます。詳しくは、広報させ
　ぼ1月号の折り込み「申告受付特集号」をご覧ください。

※申告した内容は、市県民税・国民健康保険税、その
　他保険料の算定に使われます。扶養、医療、幼稚園、
　公営住宅などの各種申請手続きに必要な所得課税証
　明書は、申告された内容を基に発行しています。収
　入の有無にかかわらず（家族の扶養親族になってい
　る人も含む）、各種手続きをする人は申告を行ってく
　ださい。

市県民税・国民健康保険税の申告受付を行います！

冗市県民税子市民税課　緯24-1111、国民健康保険税子保険料課　緯24-1111、確定申告子佐世保税務署　緯22-2161

受付時間　市役所本庁舎子9時～11時30分、13時～16時　支所、地区公民館など子9時30分～11時、13時～15時30分
申告相談、受付日の日程　下記の表のとおり（町別の指定は広報させぼ1月号折り込み「申告受付特集号」に掲載）

受付会場
受付日

市役所本庁舎支所・地区公民館など

宇久行政センター
9時～11時30分、13～16時
※7日象は11時30分まで

2月  5日詔

2月  6日詳

13階・大会議室
　※本庁舎では3月17日訟
　　まで受け付けます。

宮地区公民館2月  7日象

三川内地区公民館
ホール

黒島地区公民館
高島町公民館

10～12時、13～16時
2月10日訟

江迎支所

2月12日詔

2月13日詳

2月14日象

世知原支所
2月17日訟

2月18日証

吉井地区公民館体育室
2月19日詔

2月20日詳

針尾地区公民館中里皆瀬地区公民館2月21日象

鹿町地区公民館
2月24日訟

2月25日証

小佐々支所
2月26日詔

2月27日詳

柚木地区公民館江上地区公民館2月28日象

広田地区公民館3月  3日訟

東部住民センター
3月  4日証

3月  5日詔

日宇地区公民館
3月  6日詳

3月  7日象

大野地区公民館3月10日訟

相浦公会堂
3月11日証

3月12日詔


